
 

診療の補助における特定行為（案）及び 

指定研修における行為群（案）に関する意見募集にかかる説明会 

 

日時：第１回 平成25年7月10日（水）10：30～12：00 

日時：第2回 平成25年7月11日（木）11：00～12：30 

                                               場所：厚生労働省専用第23会議室（合同庁舎5号館 19階）  

 

次 第 

 

１． 開会 

２． 説明 

（１）検討の経緯について 

（２）診療の補助における特定行為（案）及び指定研修における行為群（案）に 

ついて 

（３）意見募集の方法について 

３． 質疑応答 

４． 閉会 

 

【配付資料】 

資  料１－１：特定行為に係る看護師の研修制度について 

資  料１－２：包括的指示・具体的指示が行われてから診療補助が行われるまでの流れ 

について（イメージ） 

資  料２  ：診療の補助における特定行為（案） 

別 添１  ：包括的指示・具体的指示が行われてから診療補助が行われるまでの流れ 

について（イメージ） 

資  料３  ：指定研修における行為群（案）の設定等について 

資  料４  ：診療の補助における特定行為(案)及び指定研修における行為群（案）に

関する意見募集について 

参考資料   ：チーム医療推進会議報告書（「特定行為に係る看護師の研修制度について」） 

       （平成25年3月29日）  



○ 「チーム医療の推進に関する検討会」の報告書（平成22年3月）を受け、平成22年5月から、チーム医療の
一環として、看護師が医師又は歯科医師の包括的な指示の下、診療の補助を行う場合の仕組みのあり方
について19回にわたり議論。 

経緯 

特定行為に係る看護師の研修制度について（平成25年３月29日チーム医療推進会議報告書） 

○ 医師又は歯科医師の指示の下、診療の補助のうち、実践的な理解力、思考力及び判断力を要し、かつ
高度な専門知識及び技能をもって行う必要のある行為（以下「特定行為」という。）について、保助看法にお
いて明確化。 

 
  ※特定行為の例 
    褥瘡の壊死組織の除去、 中心静脈カテーテルの抜去、胃ろうチューブ・ボタンの交換 等 
 

○ 医師又は歯科医師の指示の下、看護師が特定行為を実施する場合に、以下の研修を制度化。 
 ・ 医師又は歯科医師の指示の下、プロトコールに基づき、特定行為を行おうとする看護師については、 
  厚生労働大臣が指定する研修機関において、厚生労働省令で定める基準に適合する研修（指定研修） 
  の受講を義務づけ。 
 ・ 医師の具体的指示により特定行為を行う看護師については、医療安全の観点から、特定行為の実施 

  に係る研修の受講を努力義務化。 
 
○ 厚生労働大臣は、指定研修を修了した看護師からの申請により、当該研修を修了した旨を看護師籍に
登録するとともに、登録証を交付。 

特定行為に係る看護師の研修制度（案） 

資料１－１ 

１ 



医師による「胃ろう・腸
ろうによる経管栄養を
行う患者」の診察 

医師が、胃ろう・腸ろう
チューブ、胃ろうボタン
の交換が定期的な交換
とは別に必要な状態が
起こりうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、胃
ろう・腸ろう造設の原因疾患や
病状経過、栄養状態を評価し、
看護師が、プロトコールに基づ
き、胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろ
うボタンの交換を実施しうるか

を判断 

医師が、看護師に対し、
ろう孔の周囲皮膚の状
態や発熱の有無等が
医師から指示された状
態にあることを確認した
場合には、  胃ろう・
腸ろうチューブ、胃ろう
ボタンの交換を実施す

るよう指示 

看護師が胃ろう・腸ろう
チューブ、胃ろうボタン

の交換を実施 

医師が、ろう孔の周囲皮
膚の状態や発熱の有無
などを確認した上で、看
護師に胃ろう・腸ろう

チューブ、胃ろうボタンの
交換をするよう指示 

看護師が胃ろう・腸ろう
チューブ、胃ろうボタン

の交換を実施 

看護師が医師に結
果を報告 

医師により特定された患者に
ついて、看護師が、ろう孔の周
囲皮膚の状態や発熱の有無
等が医師から指示された状態
にあるか否かや、医師に連絡
する状態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な指
示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は具
体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１０９・１１０・１１２】－２ 胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）ろう孔の周囲皮膚の発赤・腫張・熱感や、発熱の有無が医師から指示された状態にある場合 
   →胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換を実施 
   
 ２）発熱が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「
実
施
困
難
」
と
判

断 

※ 看護師が医師に随時
報告を行いながら、具体
的指示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対

応
す
べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が
医師に再確認や提イメージ
を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が
看護師の能力や患者の病態に
ついて評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

発
熱
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して今
後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護

師
で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「
実
施
可
能
」
と
判
断 
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医師による患者の診
察及び診断 

医師が予めプロトコール
に定められた病態が起
こりうる患者か否か判断 

医療機関（訪問看護事業所と連携
する医療機関を含む。）において、
医師と他の医療関係職種が連携し
ながら策定 

看護師が 

「特定行為」を実施 

 

医師が患者を特定した上
で、その病態を確認し、看
護師に「特定行為」を実施

するよう指示 

看護師が 

「特定行為」を実施 

 

医師が患者を特定した上
で、その病態を確認し、看
護師に「診療の補助」を実

施するよう指示 

看護師が特定行為 

以外の「診療の補助」
を実施 

医師により特定された患者に
ついて、看護師がプロトコー
ルに規定された病態の範囲
にあるかの確認を行う。 

医師に具体的な指
示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

看護師が医師に結
果を報告 

看護師が医師に結
果を報告 

当
該
患
者
、
当
該
看
護

師
で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「
実
施
可
能
」
と
判
断 

包
括
的
指
示
で
は 

「
実
施
困
難
」
と
判

断 

 

医師が患者を特定した上
で、看護師にプロトコール

に基づき 

「診療の補助」を実施 

するよう指示 

医師が直接対応又は具
体的指示を行う。 

医師に具体的な指
示を求める。 

 

医師が患者を特定した上
で、看護師にプロトコール

に基づき 

「特定行為」を実施するよ
う指示 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示 

具体的指示 

※ 必要に応じて、看護師
が医師に再確認や提案
を行う。  

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（案） 

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 

指定研修を受けなければならない対象となる。 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判

断 

※ 看護師が医師に随時
報告を行いながら、具体
的指示を求める。  

※ 看護師が医師に随時
報告を行いながら、具体
的指示を求める。  

① 
③ ② 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑥’ 

⑤’ 

④ 

⑩ 

⑦ 

⑦ 

⑨ 

⑧ 

⑧ 

⑧’ 

⑨ 

※ 特定行為以外の包括的指示のあり方については、 

 上記以外にも様々な方法が考えられる。 

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を 

  「歯科医師」と読み替える。 

※上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を 

  示すものではない。 

⑨ 

⑨ ⑧’ 
看護師が特定行為 

以外の「診療の補助」 
を実施 

※ 必要に応じて、看護師が
医師に再確認や提案を行う。  

看護師が医師に 

結果を報告 

※ ③の判断を行う上で、
医師が看護師の能力
や患者の病態につい
て評価を行う。 

看護師が医師に結
果を報告 

特定行為以外の場合 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応

す
べ
き
と
判
断 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応

す
べ
き
と
判
断 

特定行為の場合 

⑫ 

⑫ 

範
囲
を
逸
脱
し

て
い
る
と
確
認
し

た
場
合 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

範
囲
を
逸
脱
し

て
い
る
と
確
認
し

た
場
合 医師が直接対応又は具

体的指示を行う。 

医師が病態を評価して今
後の治療方針を判断 

【医師しか行うことが 

できない行為】 

医師により特定された患者に
ついて、看護師がプロトコー
ルに規定された病態の範囲
にあるかの確認を行う。 

医師が、当該患者について、
看護師がプロトコールに基づ
き、病態の範囲にあるか否か
の確認を行った上で、診療の
補助を実施しうるかを判断 

医師が直接対応又は 

看護師に指示を行う 

【医師しか行うことが 

できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護

師
で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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 診療の補助における特定行為（案） 

診療の補助における特定行為（案）については、ワーキンググループにおいても様々な意見が表明されて
いる段階であり、今回の意見を踏まえ、さらに今後議論を深めることとしている。 

修正 

資料２ 



2 直接動脈穿刺による採血
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（呼吸状態、努力呼吸の有無、SpO2など）や
検査結果が、医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、経皮的に橈骨動脈、上腕動
脈、大腿動脈等を穿刺し、動脈血を採取した後、針を抜き圧迫止血を行う。

57 気管カニューレの交換
医師の指示の下、プロトコールに基づき、気管カニューレの状態（カニューレ内の分泌物の貯留、
内腔の狭窄の有無など）、身体所見（呼吸状態、SpO2など）や検査結果が医師から指示された状
態の範囲にあることを確認し、留置している気管カニューレを交換する。

59 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節
医師の指示の下、プロトコールに基づき身体所見（呼吸音、換気量、胸郭の上がりなど）及び検
査結果（レントゲン所見）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、適切な部位に位
置するように、経口・経鼻気管挿管チューブの深さの調節を行う。

60 経口・経鼻気管挿管の実施
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（呼吸状態、努力呼吸の有無、SpO2など）や
検査結果（動脈血液ガス分析など）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し経口・
経鼻気管挿管を実施する。

61 経口・経鼻気管挿管チューブの抜管

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（呼吸状態、努力呼吸の有無、意識レベル、
SpO2など）や検査結果（動脈血液ガス分析など）が、医師から指示された状態の範囲にあること
を確認し、気管チューブのカフの空気を抜いて、経口または経鼻より気道内に留置している気管
挿管チューブを抜去する。抜管後に気道狭窄や呼吸状態が悪化した場合は、再挿管を実施す
る。

62 人工呼吸器モードの設定条件の変更

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（人工呼吸器との同調、一回換気量、SpO2、
意識レベルなど）や検査結果（動脈血液ガス分析など）が医師から指示された状態の範囲にある
こと、身体所見及び検査結果を確認し、酸素濃度や換気様式、呼吸回数、一回換気量等の人工
呼吸器の設定条件を変更する（NPPVを除く）。

63 人工呼吸管理下の鎮静管理
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（睡眠・覚醒のリズム、呼吸状態、呼吸器との
同調、SpO2など）や検査結果（動脈血液ガス分析など）が医師から指示された状態の範囲にある
ことを確認し、鎮静薬の投与量の調整を行う。

行為
番号

行為名

※すべての特定行為は医師又は歯科医師の指示の下に行うものである。

行為の概要

診療の補助における特定行為（案） 
※本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替えるものとする。 

 

＜特定行為とは＞ 
 
 

・行為そのものに「技術的な難易度又は判断の難易度」があることに加えて、 

・予め対象となる病態の変化に応じた行為の内容が明確に示された、特定行為に係るプロトコールに基づき、看護師が患者の病態の確認を行った上で実施することがある行為 

   

（第33回チーム医療推進のための看護業務検討 

             ワーキンググループ資料1、参考資料4-1改変） 

1



行為
番号

行為名

※すべての特定行為は医師又は歯科医師の指示の下に行うものである。

行為の概要

64 人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（呼吸状態、一回換気量、努力呼吸の有無、
意識レベル、SpO2など）や検査結果（動脈血液ガス分析など）が医師から指示された状態の範囲
にあることを確認し、人工呼吸器のウィーニングを実施する。

66
NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モードの設定条
件の変更

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（呼吸状態、気道の分泌物の量、努力呼吸の
有無、意識レベル、SpO2など）や検査結果（動脈血ガス分析など）が医師から指示された状態の
範囲にあることを確認後、NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）の設定条件を変更する。

69・70
-2

褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデブリード
マン

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（血流のない壊死組織の範囲、肉芽の形成状
態、膿・滲出液の有無、褥瘡部周囲の皮膚の発赤の程度など）や検査結果が医師から指示され
た状態の範囲にあることを確認し、褥瘡部の壊死組織で遊離した、血流のない組織をハサミ、メ
ス、ピンセット等で取り除き、創洗浄、穿刺による排膿などを行う。出血があった場合は電気凝固
メスや縫合による止血処置を行う。

74 創傷の陰圧閉鎖療法の実施

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（創部の深さ、創部の分泌物、壊死組織の有
無、発赤、腫脹、疼痛など）や血液検査データ、使用中の薬剤等が医師から指示された状態の範
囲にあることを確認し、創面全体を被覆剤で密封し、ドレナージ管を接続し吸引装置の陰圧の設
定、モード（連続、間欠吸引）選択を行い、創に陰圧をかけることにより、創の保護、肉芽形成の
促進、滲出液と感染性老廃物の除去を図り、創傷治癒を促進させる。

79 橈骨動脈ラインの確保

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（呼吸状態、努力呼吸の有無、SpO2、チア
ノーゼなど）や検査結果（動脈血液ガス分析など）が医師から指示された状態の範囲にあることを
確認し、経皮的に橈骨動脈から穿刺し、内套針に動脈血の逆流を確認後に針を進め、最終的に
外套のカニューレのみを動脈内に押し進め留置する。

80 PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）挿入

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（末梢血管の状態に基づく末梢静脈点滴実施
の困難さ、食事摂取量など）や検査結果が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、
超音波検査において穿刺静脈を選択し、経皮的に肘静脈又は上腕静脈を穿刺し、PICC（末梢静
脈挿入式静脈カテーテル）を挿入する。

82 中心静脈カテーテルの抜去

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（発熱の有無、食事摂食量など）や検査結果
が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、中心静脈に挿入しているカテーテルを引
き抜き、止血するとともに、全長が抜去されたことを確認する。抜去部は、縫合あるいは閉塞性ド
レッシングを貼付する。縫合糸で固定されている場合は抜糸を行う。

86 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む）

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（排液の性状や量、腹痛の程度、挿入部の状
態など）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、腹腔内に挿入・留置されたドレー
ン又は穿刺針を抜去する。抜去部は、縫合あるいは閉塞性ドレッシングを貼付する。縫合糸で固
定されている場合は抜糸を行う。
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行為
番号

行為名

※すべての特定行為は医師又は歯科医師の指示の下に行うものである。

行為の概要

88 胸腔ドレーン抜去

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（エアリークの有無、排液の性状や量、挿入
部の状態など）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、胸腔内に挿入・留置され
たドレーンを、患者の呼吸を誘導しながら抜去する。抜去部は、縫合あるいは閉塞性ドレッシング
を貼付する。縫合糸で固定されている場合は抜糸を行う。

89
胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変
更

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（呼吸状態、エアリークの有無、排液の性状
や量など）や検査結果が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し吸引圧の設定・変更
をする。

90 心囊ドレーン抜去

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（排液の性状や量、挿入部の状態など）や検
査結果などが医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、心囊部へ挿入・留置していた
ドレーンを抜去する。抜去部は、縫合あるいは閉塞性ドレッシングを貼付する。縫合糸で固定され
ている場合は抜糸を行う。

91 創部ドレーン抜去

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（排液の性状や量、挿入部の状態、発熱の有
無など）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、創部に挿入・留置されたドレーン
を抜去する。抜去部は、縫合あるいは閉塞性ドレッシングを貼付する。縫合糸で固定されている
場合は抜糸を行う。

93 「一時的ペースメーカー」の操作・管理
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（血圧、自脈とペーシングとのバランス、動悸
の有無など）や検査結果などが医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、ペースメー
カーを、操作・管理する。

94
「一時的ペースメーカー」の抜去

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（血圧、自脈とペーシングとのバランス、動悸
や不整脈の有無など）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、経静脈的に挿入さ
れ右心室内に留置されていたリード線又はバルーンカテーテルを抜去する。抜去部は、縫合ある
いは閉塞性ドレッシングを貼付する。縫合糸で固定されている場合は抜糸を行う。

95
PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の管
理・操作

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（収縮期圧、PCWP（ウエッジ圧）、CI（心係
数）、CVP、挿入部の状態、末梢冷感の有無など）や検査結果（ACTなど）が医師から指示された
状態の範囲にあることを確認し、PCPS（経皮的心肺補助装置）の作動状況を確認・操作を行う。

96
大動脈バルーンパンピング 離脱のための補助頻
度の調整

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（胸部症状、呼吸困難感の有無、血圧、尿
量、肺動脈楔入圧、心係数）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、大動脈バ
ルーンパンピング（IABP）離脱のための補助頻度の調整を実施する。
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行為
番号

行為名

※すべての特定行為は医師又は歯科医師の指示の下に行うものである。

行為の概要

109・
110・
112-2

胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（瘻孔の破たんの有無、接着部や周囲の皮膚
状態、発熱の有無など）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、胃ろうボタンの交
換や、胃ろう・腸ろうチューブの入れ替えを実施する。

113 膀胱ろうカテーテルの交換
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（瘻孔の破たんの有無、接着部や周囲の皮膚
状態、発熱の有無など）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、膀胱ろうカテーテ
ルの交換を行う。

131 病態に応じたインスリン投与量の調整
医師の指示の下、プロトコール（スライディングスケールは除く）に基づき、身体所見（口渇、冷汗
の程度、食事摂取量など）や検査結果（血糖値など）が医師から指示された状態の範囲にあるこ
とを確認し、インスリンの投与量を調整する。

133 脱水の程度の判断と輸液による補正
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（食事摂取量、皮膚の乾燥の程度、排尿回数
など）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、輸液による補正を行う。

137
急性血液浄化に係る透析、透析濾過装置の操
作、管理

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（血圧、体重の変化、心電図モニター所見な
ど）や検査結果（血液ガス分析、BUN、K値など）、循環動態等が医師から指示された状態の範囲
にあることを確認し、急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置を操作、管理する。

147
-1

持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調
整

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（意識レベル、尿量の変化、血圧など）や検査
結果が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、持続点滴中の降圧剤（注射薬）の投
与量の調整を行う。

151
-1

持続点滴投与中薬剤（K、Cl、Na）の病態に応じた
調整

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（口渇・倦怠感の程度、不整脈の有無、尿量
など）や検査結果（電解質など）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、持続点滴
中のK、Cｌ、Na（注射薬）の投与量の調整を行う。

152
-1

持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じ
た調整

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（動悸の有無、尿量、血圧など）や検査結果
が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、持続点滴中のカテコラミン（注射薬）の投
与量の調整を行う。

153
-1

持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調
整

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（口渇、血圧、尿量など）や検査結果（電解質
など）が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、持続点滴中の利尿剤（注射薬）の
投与量の調整を行う。

154
-1

持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に
応じた調整

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（食事摂取量、栄養状態など）や検査結果が
医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整を行う。
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行為
番号

行為名

※すべての特定行為は医師又は歯科医師の指示の下に行うものである。

行為の概要

165
-1

臨時薬剤（抗けいれん剤)の投与
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（発熱の程度、頭痛や嘔吐の有無、発作の様
子など）、既往の有無が、医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、抗けいれん剤を
投与する。

170
-1

臨時薬剤（抗精神病薬）の投与
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（興奮状態の程度、継続時間など）が医師か
ら指示された状態の範囲にあることを確認し、抗精神病薬を投与する。

171
-1

臨時薬剤（抗不安薬）の投与
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（不安の程度、継続時間など）が、医師から指
示された状態の範囲にあることを確認し、抗不安薬を投与する。

173
-1

臨時薬剤（感染徴候時の薬物）の投与
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（尿混濁の有無、発熱の程度など）、検査結
果が、医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、感染徴候時の薬物を投与する。

175
-1

持続点滴投与中薬剤（糖質輸液、電解質輸液）の
病態に応じた調整

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（食事摂取量、栄養状態、排尿回数など）が
医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、持続点滴中の糖質輸液、電解質輸液の投
与量の調整を行う。

178
-1

抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局
所注射の実施

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（穿刺部位の皮膚の発赤や腫脹の程度、疼
痛の有無など）、漏出した薬剤の量が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、持続
点滴中の副腎皮質ステロイド薬（注射薬）の投与量の調整・局所注射を実施する。

182
硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の
調整

医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（疼痛の程度、嘔気・呼吸苦の有無など）、術
後経過（安静度の拡大など）や検査結果が医師から指示された状態の範囲にあることを確認し、
硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量を調整する（PCA（患者自己調節鎮痛法）を除く）。

1002 褥瘡・慢性創傷における腐骨除去
医師の指示の下、プロトコールに基づき、身体所見（創面への腐骨の露出、疼痛、感染徴候の有
無など）や血液検査データ、使用中の薬剤等が医師から指示された状態の範囲にあることを確認
し、壊死を起こし周囲の組織から遊離している骨について、電気メス等を使用して除去する。
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資料２ 別添１ 包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまで
の流れについて（イメージ） 

● 資料１－２に示した「包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて
（案）」に沿って作成した、下記一覧にある行為の流れのイメージを次頁に示す。 
● ここに提示した包括的指示・具体的指示の流れは一例であり、これ以外にも様々な指示内容が考えられる。 

行為番号 行為名 頁 行為番号 行為名 頁 

2 直接動脈穿刺による採血 ２ 95 PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の管理･操作 ２３ 

57 気管カニューレの交換 ３ 96 
大動脈バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調
整 

２４ 

59 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 ４ 109･110・112
－2 

胃ろう・腸ろうチューブ・胃ろうボタンの交換 ２５ 

60 経口・経鼻気管挿管の実施 ５ 113 膀胱ろうカテーテルの交換 ２６ 

61 経口･経鼻気管挿管チューブの抜管 ６ 131 病態に応じたインスリン投与量の調整 ２７ 

62 人工呼吸器モードの設定条件の変更 ７ 133 脱水の程度の判断と輸液による補正 ２８ 

63 人工呼吸管理下の鎮静管理 ８ 137 急性血液浄化に係る透析、透析濾過装置の操作、管理 ２９ 

64 人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 ９ 147－1 持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整 ３０ 

66 NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モードの設定条件の変更 １０ 151－1 持続点滴投与中薬剤（K、Cl、Na）の病態に応じた調整 ３１ 

69・70－2 褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデブリードマン １１ 152－1 持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整 ３２ 

74 創傷の陰圧閉鎖療法の実施 １２ 153－1 持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調整 ３３ 

79 橈骨動脈ラインの確保 １３ 154－1 
持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた調
整 

３４ 

80 PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）の挿入 １４ 165－1 臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与 ３５ 

82 中心静脈カテーテルの抜去 １５ 170－1 臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 ３６ 

86 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む） １６ 171－1 臨時薬剤（抗不安薬）の投与 ３７ 

88 胸腔ドレーン抜去 １７ 173－1 臨時薬剤（感染徴候時の薬物）の投与 ３８ 

89 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定･変更 １８ 175－1 
持続点滴投与中薬剤（糖質輸液、電解質輸液）の病態に
応じた調整 

３９ 

90 心嚢ドレーン抜去 
１９ 

178－1 
抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射
の実施 

４０ 

91 創部ドレーン抜去 ２０ 182 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与・投与量の調整 ４１ 

93 「一時的ペースメーカー」の操作・管理 ２１ 1002 褥瘡･慢性創傷における腐骨除去 ４２ 

94 「一時的ペースメーカー」の抜去 ２２ 



医師による「呼吸
器疾患で入院中の
患者」の診察 

医師が、直接動脈穿
刺による採血が必要
な状態が起こりうるか

否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価し、
看護師が、直接動脈穿刺によ
る採血を実施しうるか判断 

医師が、看護師に対し、
呼吸回数の増加や経皮
的動脈血酸素飽和度の
低下など、呼吸状態の
悪化した場合に、直接
動脈穿刺による採血を
実施するよう指示 

看護師が 

直接動脈穿刺による
採血を実施 

医師が、経皮的動脈血
酸素飽和度の低下や、
呼吸回数の増加などの
呼吸状態の悪化を確認
し、直接動脈穿刺による
採血の実施を指示 

看護師が 

直接動脈穿刺による
採血を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者に
ついて、看護師が、呼吸回数
の増加や経皮的動脈血酸素
飽和度の低下など、医師か
ら指示された状態か否かや、
医師に連絡する状態である
か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

看護師が医師に
結果を報告 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【２】直接動脈穿刺による採血 ～ 

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
  
 １）呼吸回数の増加や、経皮的動脈血酸素飽和度の低下などの呼吸状態の悪化がみられた場合 
   → 直接動脈穿刺による採血を実施 
 
 ２）努力呼吸の出現、意識レベルの低下、経皮的動脈血酸素飽和度の著しい低下など、呼吸状態の著しい悪化が見られた場合 
   → 医師に連絡 
  

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

※ ③の判断を行う上で、医師が看
護師の能力や患者の病態につ
いて評価を行う。 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
や
意
識
レ
ベ
ル

の
低
下
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

2 



医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、気管カニューレの交
換を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
気管カニューレ内の分
泌物の貯留やカニュー
レ内腔の狭窄等があり、
呼吸状態の悪化を示す
徴候を確認した場合に
は、気管カニューレの交
換を実施するよう指示 

看護師が 
気管カニューレの 
交換を実施 

医師が、気管カニュー
レ内の分泌物の貯留や
カニューレ内腔の狭窄
の有無を確認した上で、
看護師に気管カニュー
レの交換するよう指示 

看護師が 
気管カニューレの 
交換を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、気管
カニューレ内の分泌物の貯
留やカニューレ内腔の狭窄
等が医師から指示された状
態にあるか否かや、医師に
連絡する状態か否かの確
認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【５７】気管カニューレの交換 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
     
 １）気管カニューレ内の分泌物によるカニューレ内腔の狭窄があり、呼吸状態の悪化を示す徴候が認められた場合  
   → 気管カニューレの交換を実施 
  
 ２）努力呼吸や意識レベルの低下、経皮的動脈血酸素飽和度の低下など、呼吸状態の著しい悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判
断【医師しか行うことが 

できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

医師が、定期的な交
換とは別に気管カ
ニューレの交換が必
要な状態が起こりうる

か否かを判断 

医師による「気管カ
ニューレ挿入中の
患者」の診察 

3 



医師による「気管挿
管中の患者」の診察 

医師が経口・経鼻気
管挿管チューブの位
置調節が必要な状態
が起こりうるか否かを

判断 

医師が、当該患者について、
気管内挿管に至った原因疾
患や病状経過を評価し、看
護師が、プロトコールに基づ
き、経口・経鼻気管挿管
チューブの位置調節を実施

しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
患者の胸部レントゲン上、
経口・経鼻気管挿管

チューブの位置が適切で
なく、経皮的動脈血酸素
飽和度の低下や呼吸状
態の悪化を示す徴候を認
めないことを確認した場
合には、経口・経鼻気管
挿管チューブの位置調節
を実施するよう指示 

看護師が経口・経鼻
気管挿管チューブの
位置調節を実施 

医師が、胸部レントゲ
ン上の所見や、胸郭の
上がりや呼吸状態を確
認した上で、看護師に
経口・経鼻気管挿管
チューブの位置調節を
実施するよう指示 

看護師が経口・経鼻
気管挿管チューブの
位置調節を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、胸部
レントゲン上の経口・経鼻
気管挿管チューブの位置や
呼吸状態の悪化を示す徴
候が医師から指示された状
態か否かや、医師に連絡す
る状態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【５９】経口･経鼻気管挿管チューブの位置調節 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）胸部レントゲン上、挿管チューブの位置が適切でなく、経皮的動脈血酸素飽和度の低下や呼吸状態の悪化を示す徴候が認められた場合 
  →経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節を実施 
       
 ２）経皮的動脈血酸素飽和度の低下や、呼吸状態の著しい悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す
べ

き
と
判
断 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑪ 
医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

4 



医師による「呼吸状
態悪化の可能性が
ある患者」の診察 

医師が、経口・経鼻気
管挿管の実施が必要
な状態が起こりうるか

否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、経口・経鼻気管挿管
の実施を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
呼吸回数の増加や努
力呼吸の出現、経皮的
動脈血酸素飽和度の
低下等、呼吸状態が悪
化を確認した場合には、
経口・経鼻気管挿管を
実施するよう指示 

看護師が 

経口・経鼻気管挿管
を実施 

医師が、呼吸回数の
増加や経皮的動脈血
酸素飽和度の低下等、
呼吸状態の悪化を確
認した上で、看護師に
経口・経鼻気管挿管の
実施するよう指示 

看護師が 

経口・経鼻気管挿管
を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、呼吸
回数の増加や努力呼吸の
出現等が、医師から指示さ
れた状態にあるか否かや、
医師に連絡する状態か否
かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【６０】経口・経鼻気管挿管の実施 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）呼吸回数の増加や努力呼吸の出現、経皮的動脈血酸素飽和度の低下などの呼吸状態の悪化が認められた場合 
   → 経口・経鼻気管挿管の実施 
   
 ２）努力呼吸の出現や意識レベルの低下、経皮的動脈血酸素飽和度の著しい低下などの呼吸状態の著しい悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し

い
悪
化
等
が
認
め

ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

5 



医師による「経口・
経鼻気管挿管中の
患者」の診察 

医師が、経口・経鼻気
管挿管チューブの抜
管をしうる状態が起こ
りうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、経口・経鼻気管挿管
チューブの抜管を実施しうる

かを判断 

医師が、看護師に対し、
努力呼吸がなく、経皮
的動脈血酸素飽和度
が安定し、有効な自発
呼吸が認められること
を確認した場合には、
経口・経鼻気管挿管
チューブの抜管を実施

するよう指示 

看護師が 

経口・経鼻気管挿管
チューブの抜管を 

実施 

医師が、呼吸状態や有
効な自発呼吸等を確認
した上で、看護師に経
口・経鼻気管挿管ュー
ブの抜管の実施するよ
う指示 

看護師が 

経口・経鼻気管挿管
チューブの抜管を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、呼吸
状態や経皮的酸素飽和度
等が、医師から指示された
状態にあるか否かや、医師
に連絡する状態か否かの
確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【６１】経口・経鼻気管挿管チューブの抜管 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）努力呼吸がなく、経皮的動脈血酸素飽和度が安定し、有効な自発呼吸が認められた場合 
   → 経口・経鼻気管挿管チューブの抜管を実施 
      
 ２）努力呼吸の出現や意識レベルの低下、経皮的動脈血酸素飽和度の著しい低下など、呼吸状態の悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報告を行
いながら、具体的指示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
悪
化

が
認
め
ら
れ
た
場

合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「人工呼
吸器を装着されてい
る患者」の診察 

医師が、人工呼吸器
モードの設定条件の
変更が必要な状態が
起こりうるか否かを判

断 

医師が、当該患者について、
人工呼吸器による管理となっ
た原因疾患や病状経過を評
価し、看護師が、プロトコー
ルに基づき、人工呼吸器
モードの設定条件の変更を

実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
自発呼吸、バッキングの
有無、頻度や動脈血液
ガス分析データが医師
から指示された状態に
あることを確認した場合
には、人工呼吸器モード
の設定条件の変更を実

施するよう指示 

看護師が人工呼吸
器モードの設定条件
の変更を実施 

医師が、自発呼吸や
バッキングの有無や頻
度、動脈血液ガス分析
データを確認した上で、
看護師に人工呼吸器
モードの設定条件の変
更を実施するよう指示 

看護師が人工呼吸器
モードの設定条件の

変更を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者に
ついて、看護師が、自発呼吸、
バッキングの有無、頻度や動
脈血液ガス分析データが医
師から指示された状態にある
か否かや、医師に連絡する
状態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【６２】人工呼吸器モードの設定条件の変更 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）身体所見（自発呼吸の有無・頻度）及び検査結果(動脈血液ガス分析データ）が医師から指示された状態にある場合。 
   → 人工呼吸器モードの設定条件の度合いを減じるための人工呼吸器のモードを変更する。 
  （例： 人工呼吸器のモードをA/Cモード（補助/調整換気）からSIMVモード（同期的間欠的強制換気）に変更する。） 
  
 ２）バッキングの頻度の増加、意識レベルの低下など呼吸状態の著しい悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「人工呼
吸器装着中の患者」

の診察 

医師が、人工呼吸管
理下の鎮静管理が必
要な状態が起こりうる

か否かを判断 

医師が、当該患者について、
人工呼吸器による管理となっ
た原因疾患や病状経過を評
価し、看護師が、プロトコー
ルに基づき、人工呼吸管理
下の鎮静管理を実施しうるか

を判断 

医師が、看護師に対し、
経皮的動脈酸素飽和
度の変動やバッキング
の有無等が医師から指
示された状態にあるこ
とを確認した場合には、
人工呼吸管理下の鎮
静管理を実施するよう

指示 

看護師が 

人工呼吸管理下の
鎮静管理を実施 

医師が、経皮的動脈
酸素飽和度の変動や
バッキングの有無等を
確認した上で、看護師
に人工呼吸管理下の
鎮静管理の実施を指

示 

看護師が 

人工呼吸管理下の鎮
静管理を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者に
ついて、看護師が、経皮的動
脈酸素飽和度の変動バッキ
ングの有無等が医師から指
示された状態にあるか否かや、
医師に連絡する状態か否か
の確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【６３】人工呼吸管理下の鎮静管理 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 

  １）経皮的動脈血酸素飽和度の変動やバッキングにともなう呼吸状態の悪化が認められた場合    
   → 鎮静薬の増量を実施 （鎮静薬の調整範囲等は医師が事前に指示） 
   
  ２）呼吸状態の著しい悪化を認めた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「人工呼
吸器を装着されてい
る患者」の診察 

医師が、ウィーニング
の開始が可能か否か

を判断 

医師が、当該患者について、
人工呼吸器による管理となっ
た原因疾患や病状経過を評
価し、看護師が、プロトコール
に基づき、ウィーニングを実

施しうるかを判断 

医師が、看護師に対
し、自発呼吸の有無
や頻度、動脈血液ガ
ス分析データが医師
から指示された状態
にあることを確認した
場合には、徐々に人
工呼吸が補助する度
合いを減じるよう指示 

看護師が 
人工呼吸器の設定 
条件の変更を実施 

医師が、自発呼吸の有
無や頻度、動脈血液ガ
ス分析データを確認し
た上で、看護師に人工
呼吸器による補助を減
じる具体的な指示 

看護師が 
人工呼吸器の設定 
条件の変更実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、自発
呼吸の有無や頻度、動脈血
液ガス分析データが医師か
ら指示された状態にあるか
否かや、医師に連絡する状
態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（案） 
～ 【６４】人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）身体所見（自発呼吸の有無、頻度）及び検査結果（動脈血液ガス分析データ）が医師から指示された状態にある場合 
   → 徐々に人工呼吸器が補助する度合いを減じるための人工呼吸器の設定条件を変更する （例：人工呼吸器による換気回数の減） 
 
 ２）呼吸状態の悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
悪
化

が
認
め
ら
れ
た
場

合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「NPPV

（非侵襲的陽圧換気
療法）管理下にある
患者」の診察 

医師が、NPPV（非侵襲

的陽圧換気療法）モー
ド設定が必要な状態
が起こりうるか否かを

判断 

医師が、当該患者について、
NPPV（非侵襲的陽圧換気療

法）の管理下となった原因疾
患や病状経過を評価し、看
護師が、プロトコールに基づ
き、NPPV（非侵襲的陽圧換

気療法）のモード設定を実施
しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
呼吸回数や努力呼吸の
有無・動脈血液ガス分析
データ等が医師から指示
された状態にあることを
確認した場合には、NPPV

（非侵襲的陽圧換気療
法）のモード設定を実施

するよう指示 

看護師がNPPV（非侵

襲的陽圧換気療法）
のモード設定を実施 

医師が、呼吸状態、気
道の分泌物量、動脈
血液ガス分析データを
確認した上で、看護師
にNPPV（非侵襲的陽

圧換気療法）のモード
設定を指示 

看護師がNPPV（非侵

襲的陽圧換気療法）
のモード設定を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、呼吸
状態、経皮的動脈血酸素
飽和度の値、動脈血液ガス
分析データが医師から指示
された状態にあるか否かや、
医師に連絡する状態か否
かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【６６】NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モードの設定条件の変更 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）意識レベルの改善や換気量の増加を認め、検査結果（動脈血液ガス分析データなど）が医師から指示された状態にある場合 
     → NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定をTモードからS/Tモードに変更をする。 
         
 ２）努力呼吸の増悪や意識レベルの低下、経皮的動脈血酸素飽和度の著しい低下など、呼吸状態の著しい悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑨ 

⑪ 
医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師
で

あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「褥瘡が
ある患者」の診察 

医師が、褥瘡の壊死
組織のシャープデブ
リードマンが必要な状
態が起こりうるか否か

を判断 

医師が、当該患者について
基礎疾患や病状経過、栄養
状態を評価し、看護師が、プ
ロトコールに基づき、褥瘡の
壊死組織のシャープデブリー
ドマンを実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
壊死組織の血流の有
無、肉芽の形成状態、
膿・滲出液の有無、発
熱の有無等が医師か
ら指示された状態にあ
ることを確認した場合
には、褥瘡の壊死組
織のシャープデブリー
ドマンを実施するよう

指示 

看護師が 

褥瘡の壊死組織の
シャープデブリードマ

ンを実施 

医師が、壊死組織の
血流の有無、肉芽の
形成状態、膿・滲出液
の有無等を確認した上
で、看護師に褥瘡の壊
死組織のシャープデブ
リードマンをする具体

的な指示 

看護師が 

褥瘡の壊死組織の
シャープデブリ―ドマ

ンを実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、壊死
組織の血流の有無、肉芽
の形成状態、膿・滲出液等
が医師から指示された状態
にあるか否かや、医師に連
絡する状態か否かの確認
を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【69・70ｰ2】褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデブリードマン ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）身体所見（血流がない壊死組織や膿・滲出液の有無、発熱の有無）が医師から指示された状態にある場合 
   →褥瘡の壊死組織のシャープデブリードマンを実施する     
               （例： 血流のない壊死組織を確認した場合にピンセット等で取り除き、創部を洗浄する） 
 
 ２）褥瘡の創内に感染徴候が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「
実
施
困
難
」
と
判

断 

※ 看護師が医師に随
時報告を行いながら、
具体的指示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対

応
す
べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師
が医師に再確認や提案
を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師
が看護師の能力や患者の病
態について評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

褥
瘡
の
創
内
に
感

染
場
徴
候
が
認
め

ら
れ
た
場
合
等
が

認
め
ら
れ
た
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判
断【医師しか行うことが 

できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護

師
で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「
実
施
可
能
」
と
判
断 

11 



医師による「創傷の
ある患者」の診察 

医師が創傷の治癒遅
延による陰圧閉鎖療
法の実施が必要な状
態が起こりうるか否か

を判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師がプロトコールに
基づき、創傷の陰圧閉鎖療
法を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
創部の分泌物の性状
の変化や発赤、腫脹
がなく、内服中の薬物
に伴うリスクや感染徴
候が認められないこと
を確認した場合には、
創傷の陰圧閉鎖療法
を実施するよう指示 

看護師が 

創傷の陰圧閉鎖療
法を実施 

医師が創部の感染徴
候や内服中の薬剤の
内容等を確認した上で、
看護師に創傷の陰圧
閉鎖療法を実施するよ

う指示 

看護師が創傷の陰圧
閉鎖療法を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、創部
の分泌物の性状の変化や
発赤、腫脹の有無や内服
中の薬剤に伴うリスクや感
染徴候の有無等が医師か
ら指示された状態にあるか
否かや、医師に連絡する状
態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【７４】創傷の陰圧閉鎖療法の実施 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                                              
 １）創部の壊死組織除去後、創底を確認し、創部の分泌物の性状の変化や発赤、腫脹がなく、投与中の薬剤に伴うリスクや感染徴候が認められない場合 
   → 創傷の陰圧閉鎖療法を実施 
      
 ２）創部の持続的な出血や著しい感染徴候が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す
べ

き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

創
部
の
持
続
的
な

出
血
や
著
し
い
感

染
徴
候
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑨ 

⑪ 
医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師
で

あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「呼吸状
態悪化の可能性が
ある患者」の診察 

医師が、橈骨動脈ライ
ンの確保が必要な状
態が起こりうるか否か

を判断 

医師が、当該患者について、
呼吸状態悪化の原因疾患や
病状経過を評価し、看護師
が、プロトコールに基づき、橈
骨動脈ラインの確保を実施し

うるかを判断 

医師が、看護師に対
し、呼吸回数の増加
や経皮的動脈血酸素
飽和度の低下等、呼
吸状態が悪化した場
合に、橈骨動脈ライン
の確保を実施するよ

う指示 

看護師が 
橈骨動脈ラインの 
確保を実施 

医師が、呼吸回数の
増加や経皮的動脈血
酸素飽和度の低下な
どの呼吸状態の悪化
を確認し、看護師に橈
骨動脈ラインの確保の
実施するよう指示 

看護師が 
橈骨動脈ラインの 
確保を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、呼吸
回数や経皮的動脈血酸素
飽和度が医師から指示され
た状態にあるか否かや、医
師に連絡する状態か否か
の確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【７９】橈骨動脈ラインの確保～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）呼吸回数の増加や、経皮的動脈血酸素飽和度の低下及び呼吸状態の悪化が認められた場合  
   → 橈骨動脈ラインの確保         （例： 頻回の採血が必要とされる場合や持続的な血圧のモニタリングが必要な場合） 
  
 ２）努力呼吸の出現、意識レベルの低下、経皮的動脈血酸素飽和度の著しい低下など、呼吸状態の著しい悪化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

呼
吸
状
態
の
著
し
い

悪
化
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「経静脈
輸液投与が必要な
患者」の診察 

医師が、PICC（末梢静

脈挿入式静脈カテー
テル）挿入が必要な状
態が起こりうるか否か

を判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、PICC（末梢静脈挿入

式静脈カテーテル）挿入を実
施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
末梢静脈路の確保が
困難で、経口摂取量の
低下等がみられ、栄養
状態悪化の可能性を確
認した場合には、PICC

（末梢静脈挿入式静脈
カテーテル）挿入を実
施するよう指示 

看護師が 
PICC（末梢静脈挿入

式静脈カテーテル）
挿入を実施 

医師が、末梢静脈路
の状態や食事摂取量
等を確認した上で、看
護師にPICC（末梢静脈

挿入式静脈カテーテ
ル）挿入を指示 

看護師がPICC（末梢静

脈挿入式静脈カテー
テル）を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、末梢
静脈路の状態や経口摂取
量等が医師から指示された
状態にあるか否かや、医師
に連絡する状態か否かの
確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【８０】PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）挿入 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                                    
 １）末梢静脈路の確保が困難で、経口摂取量の低下が認められ、栄養状態悪化を示す徴候が認められた場合 
   →PICC（抹消静脈挿入式カテーテル挿入を実施 
 
 ２）意識レベルの低下や発熱等が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

意
識
レ
ベ
ル
の
低
下

や
発
熱
等
が
認
め

ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「中心静
脈カテーテル挿入
中の患者」の診察 

医師が、中心静脈カ
テーテルが抜去しうる
状態が起こりうるか否

かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、中心静脈カテーテル
の抜去を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
経口摂取量の増量、
検査結果（TP、ALB)等

により栄養状態が改
善した場合には、中心
静脈カテーテルの抜
去を実施するよう指示 

看護師が 

中心静脈カテーテル
の抜去を実施 

医師が、栄養状態や感
染徴候を確認した上で、
看護師に中心静脈カ
テーテルの抜去を指示 

看護師が 

中心静脈カテーテル
の抜去を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、刺入
部の感染徴候や経口摂取
量等が医師から指示された
状態にあるか否かや、医師
に連絡する状態か否かの
確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【８２】中心静脈カテーテルの抜去 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
  
 １）経口摂取量の増量、検査結果（TP 、ALB）など、栄養状態の改善が認められた場合 
   → 中心静脈カテーテルの抜去を実施 
 
 ２）栄養状態の改善が認められない場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

栄
養
状
態
の
改
善

等
が
認
め
ら
れ
な

い
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「腹腔ド
レーンが留置して
いる患者」の診察 

医師が、腹腔ドレーン
が抜去しうる状態が起
こりうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、腹腔ドレーンの抜去

を実施しうるか判断 

医師が、看護師に対
し、排液の性状に変
化がなく、流出量の
増加がほとんど認め
られないことを確認し
た場合には、腹腔ド
レーンの抜去を実施

するよう指示 

看護師が 

腹腔ドレーンの
抜去を実施 

医師が、排液の性状
や流出量等を確認 

した上で、看護師に腹
腔ドレーンを抜去する

よう指示 

看護師が 
腹腔ドレーンの 
抜去を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者に
ついて、看護師が、腹腔ドレー
ンの排液の性状や流出量等
が、医師から指示された状態
か否かや、医師に連絡する状
態であるか否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～  【８６】腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む） ～ 

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）排液の性状に変化がなく、流出量の増加がほとんど認められない場合 
   → 腹腔ドレーンを抜去 
  
 ２）排液の性状の変化や流出量の増加、挿入部周囲の発赤や腹痛、発熱が認められた場合 
   → 医師に連絡 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

※ ③の判断を行う上で、医師が看
護師の能力や患者の病態につ
いて評価を行う。 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

血
性
の
排
液
、
量

の
増
加
、
腹
痛
、

発
熱
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

看護師が医師に
結果を報告 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

16 



医師による「胸腔ド
レーンが留置してい
る患者」の診察 

医師が、胸腔ドレーン
が抜去しうる状態が起
こりうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、胸腔ドレーンの抜去
を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対
し、エアリークがなく、
排液の性状や流出量
の増加がほとんど認
められないことを確認
した場合には、胸腔ド
レーンの抜去を実施

するよう指示 

看護師が 

胸腔ドレーンの抜去
を実施 

医師が、エアリークの
有無や排液の性状、
流出量等を確認した
上で、看護師に胸腔ド
レーンの抜去するよう

指示 

看護師が 

胸腔ドレーンの抜去を
実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、エア
リークの有無や排液の性状
等が医師から指示された状
態にあるか否かや、医師に
連絡する状態か否かの確
認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【８８】胸腔ドレーン抜去 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                         
 １）エアリークがなく、排液の性状の異常や流出量の増加がほとんど認められない場合 
   →胸腔ドレーンの抜去を実施 
      
 ２）エアリークの増強や排液の性状の異常、流出量の著しい増加、挿入部周囲に感染徴候が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

血
性
の
排
液
、
流
出

量
の
増
加
等
が
認

め
ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

17 



医師による「胸腔ド
レーン低圧持続吸
引中の患者」の診察 

医師が、胸腔ドレーン
低圧持続吸引中の吸
引圧の設定・変更が
必要な状態が起こりう
るか否かを判断 

医師が、当該患者について、
胸腔ドレーン挿入となった基
礎疾患や病状経過を評価し、
看護師が、プロトコールに基
づき、投与量の調整を実施し

うるかを判断 

医師が、看護師に対し、
エアリークがなく、排液
の変化や流出量の増加
がほとんどないことを確
認した場合には、胸腔ド
レーン低圧持続吸引中
の吸引圧の設定・変更
を実施するよう指示 

看護師が 

胸腔ドレーン低圧持
続吸引中の吸引圧
の設定・変更を実施 

医師が、エアリークの有
無や排液の性状、流出
量等を確認した上で、
看護師に胸腔ドレーン
低圧持続吸引中の吸引
圧の設定・変更するよう

指示 

看護師が 

胸腔ドレーン低圧持
続吸引中の吸引圧の
設定・変更を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、エア
リークの有無や排液の性状
が医師から指示された状態
にあるか否かや、医師に連
絡する状態か否かの確認を
行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【８９】胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
  
 １）エアリークの増強がなく、排液の性状の変化や流出量の増加がほとんど認められない場合 
   → 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更を実施 
      
 ２）エアリークの増強、排液の性状の変化や流出量の著しい増加が認められた場合 
   → 医師に連絡 
 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

排
液
の
流
出
量
の

著
し
い
増
加
等
が

認
め
ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「心嚢ド
レーンが留置してい
る患者」の診察 

医師が、心嚢ドレーン
が抜去しうる状態が起
こりうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、  
心囊ドレーン挿入となった原
因疾患や病状経過を評価し、
看護師が、プロトコールに基
づき、心嚢ドレーンの抜去を

実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対
し、排液の性状に変
化がなく、流出量の
増加がほとんど認め
られない場合には、
心嚢ドレーンの抜去
を実施するよう指示 

看護師が 

心嚢ドレーン抜去を
実施 

医師が、排液の性状や
流出量、挿入部周囲の
感染徴候等を確認した
上で、看護師に心嚢ド
レーン抜去するよう指

示 

看護師が 
心嚢ドレーン抜去を 

実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、排液
の性状に変化や流出量が
医師から指示された状態に
あるか否かや、医師に連絡
する状態か否かの確認を行
う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【９０】心嚢ドレーン抜去 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）排液の性状に変化がなく、流出量の増加がほとんど認められない場合 
   → 心嚢ドレーンを抜去 
 
 ２）排液の性状に変化や流出量の増加、挿入部周囲発赤や発熱が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

血
性
の
排
液
、
流
出

量
の
増
加
等
が
認

め
ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「創部ド
レーンが留置してい
る患者」の診察 

医師が、創部ドレーン
が抜去しうる状態が起
こりうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、 

基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、創部ドレーンの抜去
を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対
し、排液の性状に変
化がなく、流出量の
増加がほとんど認め
られないことを確認し
た場合には、創部ド
レーンの抜去を実施

するよう指示 

看護師が 

創部ドレーンの抜去
を実施 

医師が、排液の性状や
流出量等を確認した上
で、看護師に創部ド
レーンを抜去するよう

指示 

看護師が 
創部ドレーンの抜去 

を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、排液
の性状に変化や流出量等
が医師から指示された状態
にあるか否かや、医師に連
絡する状態か否かの確認を
行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【９１】創部ドレーン抜去 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）排液の性状に変化がなく、流出量の増加がほとんど認められない場合 
   →創部ドレーンを抜去 
 
 ２）排液の性状の変化や流出量の増加、挿入部周囲の発赤や発熱が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

血
性
の
排
液
や
流

出
の
増
加
等
が
認

め
ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「一時的
ペースメーカー挿入
中の患者」の診察 

医師が、一時的ペース
メーカーの操作・管理
が必要な状態がおこり
うるか否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、一時的ペースメー
カーの操作・管理を実施しう
るかを判断 

医師が、看護師に対
し、血圧や自脈と
ペーシングのバラン
ス、動悸の有無等が
医師から指示された
状態にあることを確
認した場合には、  
一時的ペースメー
カーの操作・管理を
実施するよう指示 

看護師が 

一時的ペースメー
カーの操作・管理を

実施 

医師が、血圧や自脈と
ペーシングのバランス、
動悸の有無等を確認し
た上で、看護師に一時
的ペースメーカーの操
作・管理を実施するよ
う指示 

看護師が 

一時的ペースメーカー
の操作・管理を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、血圧
や自脈とペーシングのバラ
ンス、動悸の有無等が医師
から指示された状態にある
か否かや、医師に連絡する
状態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【９３】「一時的ペースメーカー」の操作・管理 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）血圧、自脈とペーシングのバランス、動悸の有無などが医師から指示された状態にある場合 
   → ペーシングの頻度・強度の変更 
 
 ２）不整脈や意識消失が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

不
整
脈
や
意
識
消

失
等
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「一時的
ペースメーカー挿入
中の患者」の診察 

医師が、一時的ペース
メーカーの抜去が必要
な状態がおこりうるか

否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、一時的ペースメー
カーの抜去を実施しうるかを

判断 

医師が、看護師に対し、
血圧の大きな変動がな
く動悸、不整脈が認め
られないことを確認した
場合には、一時的ペー
スメーカーの抜去を実
施するよう指示 

看護師が 

一時的ペースメー
カーの抜去を実施 

医師が、血圧、自脈と
ペーシングのバランス、
動悸や不整脈の有無
等を確認した上で、看
護師に一時的ペース
メーカーの抜去を指示 

看護師が 

一時的ペースメーカー
の抜去を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、血圧
の変動や動悸、不整脈の有
無が医師から指示された状
態にあるか否かや、医師に
連絡する状態か否かの確
認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【９４】「一時的ペースメーカー」の抜去 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）血圧の大きな変動がなく、動悸や不整脈が認められない場合 
   → 一時的ペースメーカーを抜去 
  
 ２）不整脈や血圧の変動が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

不
整
脈
や
血
圧
の

変
動
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「PCPS

（経皮的心肺補助装
置）等補助循環の管
理・装置」の診察 

医師が、PCPS（経皮的

心肺補助装置）等補
助循環の管理・操作
が必要な状態がおこり
うる否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、 PCPS（経皮的心肺補

助装置）等補助循環の管理・
操作を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
平均動脈圧が指示され
た血圧以上であり、呼
吸状態や尿量等が医
師から指示された状態
にあることを確認した場
合には、PCPS（経皮的

心肺補助装置）等補助
循環の管理・操作を実
施するよう指示 

看護師が 
PCPS（経皮的心肺補

助装置）等補助循環
の管理・操作を実施 

医師が、平均動脈圧
や呼吸状態、尿量、心
電図波形等を確認した
上で、看護師にPCPS

（経皮的心肺補助装
置）等補助循環の管
理・操作を実施するよ

う指示 

看護師が 
PCPS（経皮的心肺補

助装置）等補助循環
の管理・操作を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、平均
動脈圧や呼吸状態、尿量等
が医師から指示された状態
にあるか否かや、医師に連
絡する状態か否かの確認を
行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【９５】PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の管理・操作 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）平均動脈圧が指示された血圧以上であり、呼吸状態や体温、尿量、心電図波形の変化が認められない場合 
   → PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の補助血流量を減じる 
     
 ２）血圧の低下や呼吸回数の増加など、循環動態や呼吸状態の悪化を認めた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

血
圧
の
低
下
や
呼

吸
状
態
の
悪
化
等

が
認
め
ら
れ
た
場

合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「大動
脈バルーンパンピ
ングチューブ挿入
中の患者」の診察 

医師が大動脈バルー
ンパンピングを離脱し
うる状態が起こりうる

か否かを判 

医師が、当該患者について、
大動脈バルーンパンピング
チューブ挿入となった原因疾
患や病状経過を評価し、看
護師がプロトコールに基づき、
大動脈バルーンパンピング
離脱のための補助頻度の調
整を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
血圧、肺動脈楔入圧、
心係数が医師から指示
された状態にあり、心電
図の波形の変化や呼吸
困難感の出現、尿量の
著しい変化が認められ
ないことを確認した場合
には、大動脈バルーン
パンピング離脱のため
の補助頻度の調整を実

施するよう指示 

看護師が 

大動脈バルー
ンパンピング離
脱のための補
助頻度の調整

を実施 

医師が、心電図の波
形の変化や胸部症状、
呼吸困難感の有無、
血圧、肺動脈楔入圧、
心係数等を確認した
上で、看護師に大動
脈バルーンパンピン
グ離脱のための補助
頻度の調整を指示 

看護師が大動脈バ
ルーンパンピング離脱
のための補助頻度の

調整を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者に
ついて、看護師が、血圧、、肺
動脈楔入圧、心係数、胸部症
状、呼吸困難感等が、医師か
ら指示された状態か否かや、
医師に連絡する状態であるか
否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【９６】大動脈バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調整 ～ 

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                                                    
 １）補助循環の割合を徐々に減ずる過程で、血圧、肺動脈楔入圧、心係数が医師から指示された状態にあり、 
                                        心電図の波形の変化や呼吸困難感の出現、尿量の著しい変化が認められない場合 
   → 大動脈バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調整を実施 
  
 ２）胸部症状、呼吸困難感の出現や血圧の低下等の悪化が認められた場合  
   → 医師に連絡 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す
べ

き
と
判
断 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

※ ③の判断を行う上で、医師が看
護師の能力や患者の病態につ
いて評価を行う。 

※ 必要に応じて、看護師が医師
に再確認や提案を行う。  

循
環
動
態
の
悪
化

が
認
め
ら
れ
た
場

合 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

看護師が医師に
結果を報告 

⑪ 
医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「胃ろう・
腸ろうによる経管栄
養を行う患者」の診

察 

医師が、定期的な交
換とは別に胃ろう・腸
ろうチューブ、胃ろうボ
タンの交換が必要な
状態が起こりうるか否

かを判断 

医師が、当該患者について、
胃ろう・腸ろう造設の原因疾
患や病状経過、栄養状態を
評価し、看護師が、プロト

コールに基づき、胃ろう・腸ろ
うチューブ、胃ろうボタンの交
換を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対
し、ろう孔の周囲皮膚
の状態や発熱の有無
等が医師から指示さ
れた状態にあることを
確認した場合には、  
胃ろう・腸ろうチュー
ブ、胃ろうボタンの交
換を実施するよう指

示 

看護師が胃ろう・腸
ろうチューブ、胃ろう
ボタンの交換を実施 

医師が、ろう孔の周囲
皮膚の状態や発熱の
有無などを確認した上
で、看護師に胃ろう・腸
ろうチューブ、胃ろうボ
タンの交換をするよう

指示 

看護師が胃ろう・腸ろ
うチューブ、胃ろうボタ
ンの交換を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、ろう孔
の周囲皮膚の状態や発熱
の有無等が医師から指示さ
れた状態にあるか否かや、
医師に連絡する状態か否
かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１０９・１１０・１１２】－２ 胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）ろう孔の周囲皮膚の発赤・腫張・熱感や、発熱の有無が医師から指示された状態にある場合 
   →胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換を実施 
   
 ２）発熱が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「
実
施
困
難
」
と
判

断 

※ 看護師が医師に随
時報告を行いながら、
具体的指示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対

応
す
べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が
医師に再確認や提案を行
う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師
が看護師の能力や患者の病
態について評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

発
熱
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑩ 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護

師
で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「
実
施
可
能
」
と
判
断 
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医師による「膀胱ろ
うカテーテルが留置
された患者」の診察 

医師が、定期交換とは
別にに膀胱ろうカテー
テルの交換が必要な
状態が起こりうるか否

かを判断 

医師が、当該患者について、  
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、膀胱ろうカテーテル
の交換を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対
し、尿量の減少やろう
孔周囲からの漏れ、
カテーテル内の浮遊
物の増加を確認した
場合に、膀胱ろうカ
テーテルの交換を実
施するよう指示 

看護師が 

膀胱ろうカテーテル
ンの交換を実施 

医師が、ろう孔周囲皮
膚の状態や発熱の有
無を確認した上で、看
護師に膀胱ろうカテー
テルの交換を実施する

よう指示 

看護師が 

膀胱ろうカテーテルの
交換を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、尿量
やろう孔周囲からの漏れ等
が医師から指示された状態
にあるか否かや、医師に連
絡する状態か否かの確認を
行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１１３】膀胱ろうカテーテルの交換 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）尿量の減少やろう孔周囲からの漏れ、カテーテル内の浮遊物の増加が認められた場合 
   → 膀胱ろうカテーテルの交換を実施 
     
 ２）ろう孔周囲皮膚の著しい発赤・湿潤、発熱が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

ろ
う
孔
周
囲
皮
膚

の
著
し
い
発
赤
・湿

潤
・発
熱
等
が
認
め

ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

26 



医師による「インスリ
ン投与中の患者」の

診察 

医師が、病態に応じた
インスリン投与量の調
整が必要な状態が起
こりうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコール
に基づき、病態に応じたイン
スリン投与量の調整を実施し

うるかを判断 

医師が、看護師に対し、
口渇や多飲、全身倦怠
感、食事摂取量や血糖
値の変動等が医師から
指示された状態にある
ことを確認した場合に
は、病態に応じたインス
リン投与量の調整を実

施するよう指示 

看護師が病態に応じ
たインスリン投与量
の調整を実施 

医師が、口渇、冷汗の
程度、食事摂取量や、
血糖値の変動等を確
認した上で、看護師に
病態の変化に応じたイ
ンスリン投与量の調整
を実施するよう指示 

看護師が 

病態に応じたインスリン
投与量の変更実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、口渇
や多飲、食事摂取量や、血
糖値の変動等が医師から
指示された状態にあるか否
かや、医師に連絡する状態
か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１３１】病態に応じたインスリン投与量の調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）口渇や多飲、全身身倦怠感を認め、持続的な高血糖が認められた場合                        
   → 病態に応じたインスリン投与量の調整を実施  （糖尿病治療薬の種類、投与量の上限等は医師が事前に指示） 
   （例：糖尿病を合併の高カロリー輸液投与中の患者、意識レベルの低下や高血糖が認められた場合に、インスリン投与量を増量する） 
   
 ２）著しい血糖コントロールの不良が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報告を行
いながら、具体的指示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医師
に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

著
し
い
血
糖
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
不
良
が
認
め

ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

27 



医師による「加齢に
伴う衰弱が認めら
れるの患者」の診察 

医師が、経口摂取量
の低下が起こり、輸液
による補正が必要な
状態が起こりうるか否

かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、連携する看護師がプロト
コールに基づき、輸液による
補正を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対
し、経口摂取量の低
下や皮膚の中等度の
乾燥、排尿回数の減
少を確認した場合に
は、輸液による補正
を実施するよう指示 

看護師が 

輸液による補正を実
施 

医師が、看護師より患
者の状態の報告を受
け、輸液の開始と輸液
量、投与時間等の具体

的な指示 

看護師が 

輸液による補正を実
施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、経口
摂取量や皮膚乾燥の程度、
排尿回数等が医師から指
示された状態であるか否か
や、医師に連絡する状態か
否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１３３】脱水の程度の判断と輸液による補正 ～ 

包
括
的
指
示
で
は 

「
実
施
困
難
」
と
判

断 

※ 看護師が医師に随
時報告を行いながら、
具体的指示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対

応
す
べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師
が看護師の能力や患者の病
態について評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

脱
水
に
伴
う
意
識

障
害
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑩ 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 

【医師しか行うことがで
きない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護

師
で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「
実
施
可
能
」
と
判
断 

プロトコールのイメージ 
 
 １）経口摂取量の低下、皮膚の乾燥が中等度、排尿回数が通常より少なく医師から指示された状態にある場合 
   → 補液（補液量、組成等については医師が事前に指示） 
 
 ２) 脱水に伴う意識障害が認められた場合 
   → 医師に連絡 
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医師による「急性血
液浄化による治療
が必要となりうる病
態にある患者」の診

察 

医師が急性血液浄化
に係る透析、透析濾
過装置の操作・管理
が必要な状態が起こ
りうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、 

基礎疾患、病状経過を評価
し、看護師がプロトコールに
基づき、急性血液浄化に係
る透析、透析濾過装置の操
作、管理を実施しうるかを判

断 

医師が、看護師に対
し、血圧、体重の変化
や心電図モニター所
見、血液ガス分析、

BUN、K値、循環動態

等が医師から指示さ
れた状態にあることを
確認した場合には、
急性血液浄化に係る
透析、透析濾過装置
の操作、管理を実施

するよう指示 

看護師が 

急性血液浄化に係る
透析、透析濾過装置
の操作、管理を実施 

医師が、血圧、体重の
変化や心電図モニター
所見、血液ガス分析、
BUN、 K値等を確認し

た上で、看護師に急性
血液浄化に係る透析、
透析濾過装置の操作、

管理を指示 

看護師が急性血液浄
化に係る透析、透析
濾過装置の操作、管

理を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、血圧、
体重の変化や心電図モニ
ター所見、血液ガス分析、
BUN、K値、循環動態等が

医師から指示された状態に
あるか否かや、医師に連絡
する状態か否かの確認を
行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１３７】急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操作、管理 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）身体所見（血圧、体重の変化、心電図モニター所見など）や検査結果（血液ガス分析、BUN、 K値など） 、循環動態等が医師から指示された状態にある場合 
   → 急性血液浄化に係る透析、透析濾過装置の操作、管理の実施 
     
 ２）著しい血圧低下や心電図波形の変化が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す
べ

き
と
判
断 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

著
し
い
血
圧
低
下

や
心
電
図
波
形
の

変
化
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 

29 



医師による「投与中
薬剤（降圧剤）の持
続点滴中の患者」の

診察 

医師が投与中薬剤
（降圧剤）の病態に応
じた調整が必要な状
態が起こりうるか否か

を判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師がプロトコールに
基づき投与中薬剤（降圧剤）
の病態に応じた調整を実施し

うるかを判断 

医師が、看護師に対
し、血圧の上昇や頭
痛等の自覚症状が医
師から指示された状
態にあることを確認し
た場合には、投与中
薬剤（降圧剤）の調整
を実施するよう指示 

看護師が 

投与中薬剤（降圧
剤）の病態に応じた

調整を実施 

医師が、血圧の変動や
頭痛等の自覚症状を
確認した上で、看護師
に投与中薬剤（降圧
剤）の調整を実施する

よう指示 

看護師が投与中薬剤
（降圧剤）の病態に応
じた調整を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、血圧
の変動、頭痛等の自覚症状
が医師から指示された状態
にあるか否かや、医師に連
絡する状態か否かの確認
を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１４７－１】持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）血圧の上昇があり、頭痛等の自覚症状が認められた場合 
   → 投与中薬剤（降圧剤）の投与量・速度を変更する（薬剤の種類･投与量の調整範囲については医師が事前に指示） 
     
 ２）急激な血圧の上昇や頭痛の増強、意識レベルの低下等を認めた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

急
激
な
血
圧
の
上

昇
等
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「投与中
薬剤（K、Cl、Na)の

持続点滴中の患者」
の診察 

医師が投与中薬剤（K、
Cl、Na）の病態に応じ

た調整が必要な状態
が起こりうるか否かを

判断 

医師が、当該患者について、
看護師がプロトコールに基づ
き、基礎疾患や病状経過の
確認を行った上で、投与中薬
剤（K、Cl、Na）の病態に応じ
た調整を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対
し、倦怠感の程度や
尿量、不整脈の有無
や血液検査データ等
が医師から指示され
た状態にあることを確
認した場合には、投
与中薬剤（K、Cl、Na）

の病態に応じた調整
を実施するよう指示 

看護師が 
投与中薬剤（K、Cl、
Na）の病態に応じた

調整を実施 

医師が、口渇、倦怠感
の程度、不整脈の有
無、尿量や血液検査
データ（電解質など）等
を確認した上で、看護
師に投与中薬剤（K、Cl、
Na）の調整を実施する

よう指示 

看護師が 
投与中薬剤（K、Cl、

Na）の病態に応じた調
整を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、倦怠
感の程度や尿量、不整脈の
有無や血液検査データ等
が医師から指示された状態
にあるか否かや、医師に連
絡する状態か否かの確認
を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１５１－１】持続点滴投与中薬剤（K、Cl、Na）の病態に応じた調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）倦怠感の程度や尿量、不整脈の有無や血液検査データ（電解質など）が医師から指示された状態にある場合 
   → 投与中薬剤（K、Cl、Na）の病態に応じた調整を実施   （薬剤の種類･投与量の調整範囲については医師が事前に指示） 
   （例：心電図の変化（不整脈など）や検査結果にて電解質に関する数値の上昇を認めた場合に、投与中薬剤（K、Cl、Na）の投与量を減じる） 
                                                                       
 ２）倦怠感の増悪や呼吸不全、不整脈（尖鋭性T波）等が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す
べ

き
と
判
断 

⑦ ⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

倦
怠
感
の
増
悪
や

呼
吸
不
全
、
不
整

脈
（尖
鋭
性
Ｔ
波
）

等
が
認
め
ら
れ
た

場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「投与中
薬剤（カテコラミン）
の持続投与中の患

者」の診察 

医師が、投与中薬剤
（カテコラミン）の病態
に応じた調整が必要
な状態が起こりうるか

否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患やカテコラミンの投
与に至った原因疾患、病状経
過を評価し、看護師が、プロト
コールに基づき、投与中薬剤
（カテコラミン）の病態に応じ
た調整を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
尿量や血圧、心拍数、
意識レベル、心電図波
形の変化等が医師から
指示された状態にある
ことを確認した場合には、
投与中薬剤（カテコラミ
ン）の病態に応じた調整
を実施するよう指示 

看護師が 

投与中薬剤（カテコラ
ミン）の病態に応じた

調整を実施 

医師が、尿量や血圧、
心拍数、意識レベル、
心電図波形の変化等
を確認した上で、看護
師に投与中薬剤（カテ
コラミン）の病態に応じ
た調整を実施するよう

指示 

看護師が 

投与中薬剤（カテコラ
ミン）の病態に応じた

調整を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、尿量
や血圧、心拍数、意識レベ
ル、心電図波形の変化等が
医師から指示された状態に
あるか否かや、医師に連絡
する状態か否かの確認を
行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１５２－１】持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                                        
 １）尿量や血圧、心拍数、意識レベル、検査結果（心電図波形の変化等）が医師から指示された状態にある場合 
   → 投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整を実施   （薬剤の種類、投与量の調整範囲については医師が事前に指示）   
   （例：カテコラミン持続投与中の患者が、血圧が低下し、尿量の減少を認め、心拍数、心電図波形の変化、意識レベルが、医師から指示された範囲内の病態の変化である場合→       
       投与中薬剤（カテコラミン）を増量をする。）   
  
 ２）意識レベルの低下や血圧の著しい変動等が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

意
識
レ
ベ
ル
の
低
下

や
血
圧
の
著
し
い
変

動
等
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「投与中
薬剤（利尿剤）の持
続点滴中の患者」の

診察 

医師が、投与中薬剤
（利尿剤）の調整が必
要な状態が起こりうる

か否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、投与中薬剤（利尿
剤）の病態に応じた調整を実

施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
血圧の変動や下肢の
浮腫の程度、尿量が医
師から指示された状態
にあることを確認した場
合には、投与中薬剤
（利尿剤）の調整を実施

するよう指示 

看護師が 

投与中薬剤（利尿
剤）の病態に応じた

調整を実施 

医師が、血圧変動や下
肢の浮腫や尿量等を
確認した上で、看護師
に投与中薬剤（利尿
剤）の調整を実施する

よう指示 

看護師が投与中薬剤
（利尿剤）の病態に応
じた調整を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、血圧
の変動、尿量等が医師から
指示された状態にあるか否
かや、医師に連絡する状態
か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１５３－１】持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）下肢の浮腫の増強、体重増加、尿量の減少があり、検査結果（Na、Clなど）が医師が指示された状態にある場合 
   → 投与中薬剤（利尿剤）の投与量を増量する。 （薬剤の種類･投与量の調整範囲については医師が事前に指示） 
 
 ２）著しい血圧の上昇が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

著
し
い
血
圧
の
上
昇

等
が
認
め
ら
れ
た

場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「投与中
薬剤（高カロリー輸
液）持続投与中の患

者」の診察 

医師が、投与中薬剤
（高カロリー輸液）の投
与量の調整が必要な
状態が起こりうるか否

かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、投与中薬剤（高カロ
リー輸液）の投与量の調整を

実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
経口摂取量や電解質・
脂質代謝に関する検査
結果（TP、ALB)等が医師

から指示された状態に
あることを確認した場合
には、投与中薬剤（高カ
ロリー輸液）の病態に応
じた調整を実施するよう

指示 

看護師が 

投与中薬剤（高カロ
リー輸液）の病態に
応じた調整を実施 

医師が、経口摂取量
や検査結果（TP,ALB)を

確認した上で、看護師
に投与中薬剤（高カロ
リー輸液）の病態に応
じた投与量の調整を実

施するよう指示 

看護師が 

投与中薬剤（高カロ
リー輸液）の病態に応
じた調整を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、経口
摂取量や検査結果（TP、
ALB)が医師から指示された

状態にあるか否かや、医師
に連絡する状態か否かの
確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１５４―１】持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
  
 １）経口摂取量の増加、電解質・脂質代謝に関する検査データ（TP、ALB）の上昇を認め、栄養状態の改善が認められた場合 
   → 投与中薬剤（高カロリー輸液）の減量を実施 
 
 ２）血糖値の変動に伴う身体症状が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報告を行い
ながら、具体的指示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

血
糖
値
の
変
動
に

伴
う
身
体
症
状
が

認
め
ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「臨時薬
剤（抗けいれん剤）
が処方されている
患者」の診察 

医師が、臨時薬剤（抗
けいれん剤）の投与が
必要な状態が起こりう
るか否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき臨時薬剤（抗けいれん
剤）の投与を実施しうるかを

判断 

医師が、看護師に対し、
けいれん発作や前駆症
状（身体の一部のけい
れんや意識障害など）
を確認した場合には、
臨時薬剤（抗けいれん
剤）の投与を実施する

よう指示 

看護師が 

臨時薬剤（抗けいれ
ん剤）の投与を実施 

医師が、けいれん発作、
前駆症状（身体の一部
のけいれんや意識障
害など）を確認した上
で、看護師に臨時薬剤
（抗けいれん剤）の投
与を実施するよう指示 

看護師が 

臨時薬剤（抗けいれん
剤）の投与を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、けい
れん発作や前駆症状等が
医師から指示された状態に
あるか否かや、医師に連絡
する状態か否かの確認を行
う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１６５―１】臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）けいれん発作や前駆症状（身体の一部のけいれんや意識障害など）が認められた場合 
   → 臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与を実施   （薬剤の種類･投与量の調整範囲については医師が事前に指示） 
         
 ２）重積発作が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

重
責
発
作
が
認
め

ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「臨時薬
剤（抗精神病薬）が
処方されている患
者」の診察 

医師が、臨時薬剤（抗
精神病薬）の投与が必
要な状態が起こりうる

か否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、臨時薬剤（抗精神病
薬）の投与を実施しうるかを

判断 

医師が、看護師に対
し、妄想や幻覚等に
伴う不穏を確認した
場合には、臨時薬剤
（抗精神病薬）の投与
を実施するよう指示 

看護師が 

臨時薬剤（抗精神病
薬）の投与を実施 

医師が、緊張や活動過
多、不眠等の身体症状
を確認した上で、看護
師に臨時薬剤（抗精神
病薬）の投与を実施す

るよう指示 

看護師が 

臨時薬剤（抗精神病
薬）の投与を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、妄想
や幻覚等が医師から指示さ
れた状態にあるか否かや、
医師に連絡する状態か否
かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１７０―１】臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）妄想や幻覚等に伴う不穏が認められた場合 
   → 臨時薬剤（抗精神病薬）の投与を実施  （薬剤の種類･投与量の調整範囲については医師が事前に指示） 
 
 ２）過度の興奮状態が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

過
度
の
興
奮
状
態

等
が
認
め
ら
れ
た

場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「臨時薬
剤（抗不安薬）が処
方されている患者」

の診察 

医師が、臨時薬剤（抗
不安薬）の投与が必要
な状態が必要な状態
が起こりうるか判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、臨時薬剤（抗不安
薬）の投与を実施しうるかを

判断 

医師が、看護師に対
し、不安の訴えや不
眠の程度等が医師か
ら指示された状態に
あることを確認した場
合には、臨時薬剤（抗
不安薬）の投与を実
施するよう指示 

看護師が 

臨時薬剤（抗不安
薬）の投与を実施 

医師が、患者の不安の
訴えや不眠等を確認し
た上で、看護師に臨時
薬剤（抗不安薬）の投
与を実施するよう指示 

看護師が 

臨時薬剤（抗不安薬）
の投与を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が不安の
訴えや不眠の程度等が医
師から指示された状態にあ
るか否かや、医師に連絡す
る状態か否かの確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１７１―１】臨時薬剤（抗不安薬）の投与 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）繰り返す不安の訴えや不眠などが認められた場合  
  → 臨時薬剤（抗不安薬）の投与を実施  （薬剤の種類･投与量の調整範囲については医師が事前に指示） 
  
 
 ２）自制できない強い不安等を認めた場合 
   → 医師に連絡 
 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

自
制
で
き
な
い
強
い

不
安
等
が
認
め
ら

れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「臨時薬
剤（感染徴候時の薬
物）が処方されてい
る患者」の診察 

医師が、臨時薬剤（感
染症徴候時の薬物）
の投与が必要な状態
が起こりうるか否かを

判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、臨時薬剤（感染徴候
時の薬物）の投与を実施しう

るかを判断 

医師が、看護師に対し、
発熱や発熱に伴う発汗
や悪寒、尿混濁がある
ことを確認した場合に
は、臨時薬剤（感染症
徴候時の薬物）の投与
を実施するよう指示 

看護師が臨時薬剤
（感染徴候時の薬
物）の投与を実施 

医師が、発熱の程度
や発熱に伴う発汗や
悪寒、尿混濁等を確認
した上で、看護師に臨
時薬剤（感染徴候時の
薬物）の投与を実施す

るよう指示 

看護師が臨時薬剤
（感染徴候時の薬物）

の投与を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、発熱の程度や発
熱に伴う身体症状、尿の性
状等が医師から指示された
状態にあるか否かや、医師
に連絡する状態か否かの
確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１７３―１】臨時薬剤（感染徴候時の薬物）の投与 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                                
 １）発熱や発熱に伴う発汗、悪寒、尿混濁が認められた場合 
   → 感染症徴候時の薬物の投与を実施     （薬剤の種類･投与量の調整範囲については医師が事前に指示） 
 
 ２）意識の低下や血圧の低下などを認めた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

意
識
の
低
下
や
血

圧
の
低
下
等
が
認

め
ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「投与中
薬剤（糖質輸液、電
解質輸液）の持続点
滴中の患者」の診察 

医師が、投与中薬剤
（糖質輸液、電解質輸
液）の病態に応じた調
整が必要な状態が起
こりうるか否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコール
に基づき、投与中薬剤（糖質
輸液、電解質輸液）の病態に
応じた調整を実施しうるかを

判断 

医師が、看護師に対し、
食事摂取量や排尿回数、
検査結果（血糖値、ALB、

電解質等）より栄養状態
の改善を確認した場合に
は、投与中薬剤（糖質輸
液、電解質輸液）の投与
量の減量をするよう指示 

看護師が投与中薬
剤（糖質輸液、電解
質輸液）の病態に応
じた調整を実施 

医師が、栄養状態や
検査結果等を確認した
上で、看護師に投与中
薬剤（糖質輸液、電解
質輸液）の病態に応じ
た調整を実施するよう

指示 

看護師が投与薬剤
（糖質輸液、電解質輸
液）の実態に応じた調

整の実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、食事
摂取量や排尿回数、検査結
果等が医師から指示された
状態にあるか否かや、医師
に連絡する状態か否かの
確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１７５―１】持続点滴投与中薬剤（糖質輸液、電解質輸液）の病態に応じた調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
     
 １）食事摂取量の増加や排尿回数、検査結果（血糖値、ＡＬＢ、電解質等）の改善など、栄養状態の改善が認められた場合 
   →投与中薬剤（糖質輸液、電解質輸液）を減量する （薬剤の種類･投与量の調整範囲については医師が事前に指示） 
 
 ２）食事摂取量の低下や消化器症状の悪化など栄養状態の低下が認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

栄
養
状
態
の
悪
化

等
が
認
め
ら
れ
た

場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「抗癌剤
等の静脈注射・点
滴投与が予定され
ている患者」の診察 

医師が、抗癌剤等の
皮膚漏出時のステロ
イド薬の調整・局所注
射の実施が必要な状
態が起こりうるか否か

を判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコール
に基づき、抗癌剤等の皮膚
漏出時のステロイド薬の調
整・局所注射を実施しうるか

を判断 

医師が、看護師に対し、
刺入部の周辺皮膚の
発赤や痛み、腫脹、違
和感等、抗癌剤等の血
管外漏出の可能性を確
認した場合には、ステ
ロイド薬の調整・局所注
射を実施するよう指示 

看護師が 

ステロイド薬の調整・
局所注射を実施 

医師が、刺入部の周辺
皮膚の発赤や痛み、腫
脹の有無等を確認した
上で、看護師にステロ
イド薬の調整・局所注
射を実施するよう指示 

看護師が 

ステロイド薬の調整・
局所注射を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、刺入
部の周辺皮膚の発赤や痛
み等が医師から指示された
状態にあるか否かや、医師
に連絡する状態か否かの
確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１７８―１】抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射の実施 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
 
 １）刺入部の周辺皮膚の発赤や痛み、腫脹、違和感など抗癌剤等の血管外漏出の可能性が認められた場合 
   → ステロイド薬の調整・局所投与を実施     （薬剤の種類･投与量の調整範囲については医師が事前に指示） 
         
 ２）急激な悪寒（戦慄）、全身の掻痒感などが認められた場合 
   → 医師に連絡 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

急
激
な
血
圧
低
下
、

呼
吸
困
難
な
ど
が

認
め
ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「硬膜外
チューブが留置され
た患者」の診察 

医師が、硬膜外チュー
ブからの鎮痛剤の投
与、投与量の調整が
必要な状態が起こりう
るか否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を評価
し、看護師が、プロトコールに
基づき、硬膜外チューブから
の鎮痛剤の投与、投与量の
調整を実施しうるかを判断 

医師が、看護師に対し、
疼痛の程度や嘔気が
ないことが医師の指示
された状態にあることを
確認した場合には、硬
膜外チューブからの鎮
痛剤の投与、投与量の
調整を実施するよう指

示 

看護師が 

硬膜外チューブから
の鎮痛剤の投与、投
与量の調整を実施 

医師が、疼痛コント
ロールや嘔気や頭痛、
血圧の変動等を確認
した上で、看護師に硬
膜外チューブからの鎮
痛剤の投与、投与量
の調整を実施するよう

指示 

看護師が硬膜外
チューブからの鎮痛
剤の投与、投与量の

調整を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師により特定された患者
について、看護師が、疼痛
の程度や嘔気や頭痛の有
無等が医師から指示された
状態にあるか否かや、医師
に連絡する状態か否かの
確認を行う。 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示 

具体的指示 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１８２】硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の調整 ～ 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞  
 

 １）疼痛コントロール不良で、嘔気がない場合  
   → 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与量の増量を実施   （硬膜外チューブから投与する薬剤、投与量の調整範囲は医師が事前に指示） 
  
 ２）血圧の低下や嘔気、呼吸困難感、著しい疼痛の増強が認められた場合 
   → 医師に連絡 
 

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 

⑫ 

※ 上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

※ ③の判断を行う上で、医師が看護
師の能力や患者の病態について
評価を行う。 

看護師が医師に
結果を報告 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

血
圧
の
低
下
や
嘔

気
、
呼
吸
苦
等
が
認

め
ら
れ
た
場
合 

⑩ 
医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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医師による「骨が
露出した創傷のあ
る患者」の診察及

び診断 

医師が腐骨除去が必
要な状態が起こりうる
患者か否かを判断 

医師が、当該患者について、
基礎疾患や病状経過を確認し
た上で看護師がプロトコール
に基づき腐骨除去を実施しう

るかを判断 

看護師が 
腐骨除去を実施 

看護師が 
腐骨除去を実施 

看護師が医師に
結果を報告 

医師に具体的な
指示を求める。 

医師しか行うことができない行為 

看護師が医師に
結果を報告 

医師が直接対応又は
具体的指示を行う。 

包括的指示・具体的指示が行われてから診療の補助が行われるまでの流れについて（イメージ） 
～ 【１００２】褥瘡・慢性創傷における腐骨除去 ～ 

このような流れにより特定行為を実施する看護師は、 
指定研修を受けなければならない対象となる。 

＜⑦の病態の確認行為に関する包括的指示のイメージ＞ 
                                           

 １）創面への腐骨の露出を認め、疼痛の増強や感染徴候がなく、使用中の薬剤等が医師から指示された状態であることが認められた場合 
   → 腐骨除去を実施 
 
 ２）広範囲にわたる腐骨の存在、出血のリスクが予測される状態が認められた場合 
   → 医師に連絡 
  

※ 看護師が医師に随時報
告を行いながら、具体的指
示を求める。  

包
括
的
指
示
で
は 

「実
施
困
難
」と
判
断 

※ 本資料において、「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替える。 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

※上記の番号は便宜上付したものであり、行為の順番を示すものではない。 

医師が病態を評価して
今後の治療方針を判断 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

医
師
自
ら
が
直
接
対
応
す

べ
き
と
判
断 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

※ 必要に応じて、看護師が医
師に再確認や提案を行う。  

※ ③の判断を行う上で、医師が看護師
の能力や患者の病態について評価
を行う。 

範
囲
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
を
確
認 

医師が直接対応又は 
看護師に指示を行う 
【医師しか行うことが 
できない行為】 

⑪ 

広
範
囲
に
わ
た
る
腐

骨
の
存
在
、
出
血
の

リ
ス
ク
が
予
測
さ
れ

る
状
態
が
認
め
ら
れ

た
場
合 

医師が創面への腐骨
の露出、壊死組織内
の血流の有無、疼痛、
感染徴候の有無、血
液データ、使用中の薬
剤等を確認した上で腐
骨除去の実施を指示 

具体的指示 

医師が、看護師に対し、
創面への腐骨の露出
を認め、疼痛の増強や
感染徴候がなく、使用
中の薬剤等が医師か
ら指示された状態であ
ることを確認した場合
には、腐骨除去を実施

するよう指示 

包括的指示 

医師により特定された患者
について、看護師が、創面
への腐骨の露出や疼痛の
程度、感染徴候の有無や
使用中の薬剤が医師から
指示された状態にあるか否
かや、医師に連絡する状態
か否かの確認を行う。 

当
該
患
者
、
当
該
看
護
師

で
あ
れ
ば 

包
括
的
指
示
で 

「実
施
可
能
」と
判
断 
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1 

 指定研修における行為群（案）の設定等について 

資料３ 

指定研修における行為群（案）の設定等については、ワーキンググループにおいても様々な意見が表明されている
段階であり、今回の意見を踏まえ、さらに今後議論を深めることとしている。 

修正 



指定研修機関等の研修実施方法について（イメージ） 

● 指定研修機関等の研修の実施は、以下のような場合が考えられるのではないか。 

   ・指定研修機関において全て研修を実施する場合 

   ・指定研修機関外で実習を実施する場合 

研修の枠組み（教育内容、単位等）については、 指定研修機関の指定基準として省令等で定める。 

＜指定研修機関において全て研修を実施する場合＞ 

※ 各実習施設における指導は指定研修機関の策定した基準に基づいて実施し、評価は指定研修機関の責任において実施することとする。 

※ 最終的な研修修了にかかる評価は、指定研修機関が主体となり考査することとする。 

指定研修機関 

 実習施設 
実習 

講義・演習 

※ 講義・演習にかかる教育内容は、e
ラーニング等の活用も可能。 

・実習評価 

・指導体制の確認 

・講義・演習 

・評価基準の提示 

・実習評価 

・指導体制の確認 

・評価基準の提示 

※ 実習施設としては、病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション
等が考えられる。 

＜指定研修機関外で実習を実施する場合＞ 

 

指定研修機関 

 

※ 講義・演習にかかる教育内容は、eラーニング等の活用も可能。 
※ 実習にかかる教育内容は、受講生の所属施設等で実施も可能。 

実習施設 

※ 訪問看護ステーションの場合は、診療所の医師が指導医となる等により指導   

         体制を確保する。 

実習施設 

第31回チーム医療推進のための看護業務検討WG提出資料 
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特定行為の範囲に応じた行為群と指定研修における教育内容について（イメージ） 

                       行為 ア 

                       行為 ウ 

                       行為 エ 

                       行為 オ 

                       行為 イ 

各指定研修機関において研修を実施 

※ その他特定行為ではないが各指定研修機関において専門的な教育が必要と考える内容等について、各指定研修機関の 

   自由裁量により追加することは差し支えない。 

● 指定研修機関においては、特定行為を包括的指示の下で実施するために必要な共通の知識・技能を教授するとともに、 

  特定行為を教授することとしてはどうか。 

行為アを包括的指示の下で実施する
ために必要な知識・技能 

行為イを包括的指示の下で実施する
ために必要な知識・技能 

行為ウを包括的指示の下で実施する
ために必要な知識・技能 

行為エを包括的指示の下で実施する
ために必要な知識・技能 

行為オを包括的指示の下で実施する
ために必要な知識・技能 

特定行為を包括的指示の 

下で実施するために必要な 

共通の知識・技能        

第31回 チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ提出資料 一部改変 
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行為群の設定について 
 ○「特定行為に係る看護師の研修制度（案）」における指定研修は、特定行為の範囲に応じた 
   研修内容とすることから、特定行為を指定研修の対象となる行為群に区分する。 
    （チーム医療推進会議及びチーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループにおいて、チーム医療の推進に資する、という 

       考え方に基づき、行為群に分けて研修を行うこととされた） 
 

 ○行為群は看護師による患者の病態確認の内容が類似した特定行為をまとめたものとする。 
   例）行為群 「循環器系」 

指定研修における行為群（案）の設定について 

該当する行為名 
左記の行為の実施において看護師が確認する患者
の病態の内容の例（循環動態を中心として病態確
認） 

「一時的ペースメーカー」の操作・管理 血圧、自脈とペーシングのバランス、動悸の有無など 

「一時的ペースメーカー」の抜去 血圧、動悸や不整脈の有無など 

PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の操作・管理 平均動脈圧、呼吸状態、心係数、尿量など 

大動脈バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調
整 

血圧、呼吸困難感の有無、肺動脈楔入圧、心係数、尿
量など 

急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操作・管理 血圧、心電図モニター所見など 

修正 
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指定研修機関ごとの研修イメージ 

指定研修機関Ａ 

直接動脈穿刺による採血 

橈骨動脈ラインの確保 

経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 

経口・経鼻気管挿管の実施 

経口・経鼻気管挿管チューブの抜去 

人工呼吸器モードの設定条件の変更 

人工呼吸管理下の鎮静管理 

人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 

ＮＰＰＶ（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定条件の変更 

気管カニューレの交換 

腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む） 

胸腔ドレーン抜去 

胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更 

心嚢ドレーン抜去 

創部ドレーン抜去 

硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の調整 

【行為群：脈管系（動脈）】 【行為群：呼吸器系①】 

【行為群：呼吸器系②】 

【行為群：術後管理】 

指定研修機関Ｂ 

＊研修機関の指定は行為群単位で可能としてはどうか（研修機関の裁量で行為群を組み合わせて研修を提供） 
＊超急性期領域から在宅領域まで幅広く実施される特定行為については、幅広い領域で実施することを前提として指定研修を 
 実施する。 
＊受講者が、指定研修機関の提供する行為群の一部の行為群のみ受講することを可能としてはどうか 

【行為群：薬剤投与②】 

病態に応じたインスリン投与量の調整 

褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデブ
リードマン 

創傷の陰圧閉鎖療法の実施 

褥瘡・慢性創傷における腐骨除去 

【行為群：創傷管理】 

指定研修機関Ｃ 
【ろう孔・カテーテル管理】 【呼吸器系②】 

人工呼吸器モードの設定条件の変更 

人工呼吸管理下の鎮静管理 

人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 

ＮＰＰＶ（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定条件の変
更 

気管カニューレの交換 

（ICUなど超急性期領域に勤務する看護師の受講を想定） 

（長期療養、在宅領域に勤務する看護師の受講を想定） 

（糖尿病の患者が多い 
慢性期領域などに勤務 
する看護師の受講を想定） 

【行為群：創傷管理】 

褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデブ
リードマン 

創傷の陰圧閉鎖療法の実施 

褥瘡・慢性創傷における腐骨除去 

 胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換 

 膀胱ろうカテーテルの交換 

【行為群：薬剤投与②】 
病態に応じたインスリン投与量の調整 

【行為群：循環器系】 

 「一時的ペースメーカー」の操作・管理 

 「一時的ペースメーカー」の抜去 

 PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の管理・
操作 

大動脈バルーンパンピング離脱のための補助頻度
の調整 

1急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操作･
管理 

修正 
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          指定研修における修了登録のイメージ   

厚生 

労働省  

 

指定研修機関 申請 

指定 
自施設で実習 

修了証 
の発行 

厚生 

労働省  

受講者  

登録申請 登録証交付 

修了者 厚労 花子 
●●年度指定研修修了 
        行為群Ａ               
          行為群Ｂ                            
          行為群Ｃ          
        

修了者 千代田 太郎 
●●年度指定研修修了 
        行為群Ａ          
                           
                   

指定研修機関 

申請 

指定 

実習施設 実習施設 実習施設 

修了証 
の発行 

厚生 

労働省  

受講者  

登録申請 登録証交付 

厚生 

労働省  

修了者 霞ヶ関 かず子 
◇◇年度指定研修修了 
          行為群Ａ     
        行為群Ｃ     

修了者 新橋 よう子 
●●年度指定研修修了 
         行為群Ａ     
         行為群Ｅ 
◇◇年度指定研修修了 
         行為群Ｄ 
         行為群Ｆ      

修正 【登録内容のイメージ】 

＊修了登録は行為群ごとに行う 
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指定研修における行為群（案）一覧 

行為群名 行為群に含まれる特定行為名 行為群名 行為群に含まれる特定行為名 

脈管系（動脈） 
2 直接動脈穿刺による採血 

呼吸器系① 

59 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 

79 橈骨動脈ラインの確保 60 経口・経鼻気管挿管の実施 

脈管系（静脈） 
82 中心静脈カテーテルの抜去 61 経口・経鼻気管挿管チューブの抜管 

80 PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）挿入 

呼吸器系② 

62 人工呼吸器モードの設定条件の変更 

循環器系 

93 「一時的ペースメーカー」の操作・管理 63 人工呼吸管理下の鎮静管理 

94 「一時的ペースメーカー」の抜去 64 人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 

95 PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の管理・操作 66 NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定条件の変更 

96 大動脈バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調整 57 気管カニューレの交換 

137  急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操作･管理 

術後管理 

86 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む） 

薬剤投与① 

147-1 持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整 88 胸腔ドレーン抜去 

152-1 持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整 89 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更 

153-1 持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調整 90 心囊ドレーン抜去 

151-1 持続点滴投与中薬剤（K、Cl、Na）の病態に応じた調整 91 創部ドレーン抜去 

175-1 持続点滴投与中薬剤（糖質輸液、電解質輸液）の病態に応じた
調整 

182 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の調整 

薬剤投与② 131 病態に応じたインスリン投与量の調整 

創傷管理 

69・70-2 褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデブリードマン 

薬剤投与③ 
133 脱水の程度の判断と輸液による補正 74 創傷の陰圧閉鎖療法の実施 

154-1 持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた調整 1002 褥瘡・慢性創傷における腐骨除去 

薬剤投与④ 

165-1 臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与 ろう孔・カテーテル
管理 

109・110・112-2 胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換 

170-1 臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 113 膀胱ろうカテーテルの交換 

171-1 臨時薬剤（抗不安薬）の投与 

薬剤投与⑤ 173-1 臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与 

薬剤投与⑥ 
178-１ 抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射の実
施 
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※行為群間で行為の重複はしないものとして整理している。 



診療の補助における特定行為（案）及び 
指定研修における行為群（案）に関する意見募集について 

【意見募集の対象資料】 
 ◆資料２ 診療の補助における特定行為（案） 
 ◆資料２ 別添１ 包括的指示・具体的指示が行われてから診療補助が 
              行われるまでの流れについて（イメージ） 
             
 ◆資料３ 指定研修における行為群（案）の設定等について 
        ・指定研修における行為群（案）一覧 

【ご意見提出方法】 
 ●上記の対象資料に対する意見を「意見提出様式」に入力の上、 
   以下の提出先に電子メールにて提出してください。 
   ＜意見提出先＞  team-ns@mhlw.go.jp 
  
 ●「意見提出様式」は、厚生労働省ホームページよりダウンロードして 
  ご使用下さい。 
     http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000035zu4.html 
 
 ●意見の一次締め切りは、平成25年8月5日（月）までとさせていただ 
   きます。 
 
 ●意見は、学会単位でご提出下さい。 

資料４ 

１ 

【お問い合わせ先】 
   厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室 
                          荒木、芝田 
   電話 ０３－５２５３－１１１１ 内線 ４１７４ 

【意見募集の内容】 
 ●資料２について 
   ・行為名、行為の概要の妥当性    
   ・別添１のイメージが現場での実態に即した内容であるか 等   
 ●資料３ 指定研修における行為群（案）一覧について 
   ・行為群に含まれる各特定行為のうち、患者の病態確認の類似性か 
    ら外れる行為はないか 
   ・他行為群で、患者の病態確認が類似する行為はないか 等 

修正 

mailto:team-ns@mhlw.go.jp
mailto:team-ns@mhlw.go.jp
mailto:team-ns@mhlw.go.jp


意見提出様式（イメージ） 
（参考） 

２ 

修正 

◆指定研修における行為群（案）へのご意見
　　　※行が不足する場合は、行の挿入をして下さい。
　　　※診療の補助における特定行為（案）に対するご意見は１つめのシートに記載して下さい。

○行為群を構成する行為を、他の行為群に移動させるご意見は以下のフォーマットに沿ってご意見をご記載ください。

行為名 行為群名
修正を提案する理由

（具体的に記載して下さい）

記載例 の 行為A を 行為群▲▲ へ移動する
当該行為の病態確認の内容は行為群▲▲
に類似する

の を へ移動する

の を へ移動する

○複数の行為群を一つにまとめるご意見

行為群名
修正を提案する理由

（具体的に記載して下さい）

記載例 と 行為群■■
行為群●●と行為群■■は同じ現場で実施
する場面が多いと想定されるため

と

と

○行為群に対するその他のご意見

修正を提案する理由
（具体的に記載して下さい）

記載例
行為Aの病態確認の内容は、どの行為群の
内容とも類似しない

を一つの行為群とする

を一つの行為群とする

指定研修における行為群（案）に関するご意見

修正案（自由記述）

行為群●●の行為Aを単独の行為群にする

学会名

を一つの行為群とする

行為群名

行為群■■

行為群名

行為群●●

学会名

◆診療の補助における特定行為(案）へのご意見
　　※行が不足する場合は、行の挿入をしてください。
　　※指定研修における行為群（案）に対するご意見は２つめのシートに記載して下さい。

行為名
（選択してください）

修正箇所
（行為名/行為の概要/行
為の流れ（イメージ）/等）

修正案
（具体的に記載してください）

修正を提案する理由
（具体的に記載してください）

記載例１
２直接動脈穿刺に
よる採血

行為の概要 看護師が確認する身体所見に「●●」を追加
当該行為の実施にあたって判断すべき重要
な病態であるため

記載例２
６３人工呼吸管理
下の鎮静管理

行為名の変更 「●●」から「▲▲に応じた●●」へ変更
修正案の行為名であれば包括的指示で実施
する場面があり得る

診療の補助における特定行為（案）に関するご意見


